
 

平成３０年３月２８日 

 

 報道機関各位 

 

双葉農業普及所の富岡町における業務再開について 

 

 双葉農業普及所は平成２６年３月より広野町の仮設庁舎で業務を行っております

が、４月１日から富岡町内の庁舎で業務を再開するにあたり、下記のとおり農林水産

部技監から職員に対し訓示を行いますので、お知らせします。 

 

記 

１ 日時 

  平成３０年４月２日（月）１０時０５分～ 

 

２ 場所 

  双葉農業普及所 研修室 

  （双葉郡富岡町小浜 481） 

 

３ 出席者 

  農林水産部技監、双葉農業普及所長ほか職員１１名 

 

 

問い合わせ先 

福島県相双農林事務所総務部 

副部長 早川真也 

電話 0244-26-1105 


